
 ＮＳ２１指定整備記録簿 （システム特許製品 特許第 4178507 号）    -法 定帳票として使用できる特許指定整備記録簿はＮＳ２１だけです - 

■ 運輸支局で認められた様式ですので法的にも問題ありません。 

■ お客様用と事業所控えの２枚複写です。 

■ 入庫時問診・依頼事項・提案整備・作業内容・お客様確認サインまで 
車検入庫時の全ての記録が法定記録簿内にワンシートで処理できます。 

■ ポイントを絞った整備提案ができておすすめ整備の受注率もアップします。 

■ 問診・依頼事項・検査結果・整備アドバイスの流れが一目で見られるので 
お客様はしっかり点検検査を実施した印象を強く感じ信頼感を持たれます。 

また、信頼感は提案整備を受け入れやすくさせます。 

■ 事前に説明ポイントが絞られるのでお客様への説明がスムーズに行えます。 

■ 指定整備記録簿とは別に愛車診断書等を作成印刷しなくても良いので 
経済的で、書類作成時間が大幅に短縮されます。 

ＮＳ２１指定整備記録簿はお客様にわかりやすく、作成効率も大幅アップします 


